
  下記の建設工事について次のとおり一般競争入札を行うので、日置市契約規則（平成17年日置市規則第50号）第２条

及び日置市建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成27年日置市告示第 121号)第7条の規定に基づき公告する。

日置市長   永山由高

発 注 工 事 種 別

工 事 名

工 事 場 所

工 事 担 当 課

入 札 方 法

工 事 概 要

工 期

公 表 価 格

最 低 制 限 価 格 の 設 定

調 査 基 準 価 格 の 設 定

失 格 基 準 価 格 の 設 定

(1)

(2) に係る本市の格付が 等級である者

分 割 発 注 条 件

落 札 方 式

入 札 保 証 免除

契 約 保 証 契約金額が500万円を超える場合は契約金額の100分の10以上とする。

前 金 払 い

閲 覧 設 計 図 書 等

閲 覧 期 間 から まで

入 札 参 加 申 込 方 法

入 札 参 加 申 込 期 限 17時まで

入札参加確認通知書送付期限 17時までに電子入札システムにより発行します。

質 問 受 付 期 間 から 17時まで

質 問 受 付 場 所

質 問 回 答 期 限 17時まで

質 問 回 答 場 所 かごしま県市町村電子入札システムポータルサイトの入札情報システムに掲載

現 場 説 明 会 実施しない

155日間

公  告

令8年4月1日(水)

工　　事　　発　　注　　表

舗装 2052

交通安全対策事業　市道長里皆田線舗装工事（7-4工区）

7,338,000 円　（予定価格の110分の100）

有

日置市東市来町長里地内

東市来支所 産業建設課

電子入札システムで行うものとする。

無

施工延長L=82.8ｍ
舗装工(車道)A=555ｍ2、舗装工(歩道)A=126ｍ2、縁石工　L=53ｍ、区画線
工　N=1式

入 札 参 加 資 格 条 件

本市建設工事入札参加資格者格付等結果通知書を受けている者のうち、「甲市
内業者」及び対象工事に係る地区（市制施行前の旧町単位地域）に本市許可営
業所を有する「乙市内業者」

舗装 A

無

本工事は、技術資料の提出を求め、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して
落札者を決定する総合評価方式（特別簡易型）を適用する。

契約金額が100万円以上の場合は前金払いをすることができる。

かごしま県市町村電子入札システムポータルサイトの入札情報システムから
ダウンロードしてください。

令和8年4月1日(水) 令和8年4月22日(水)

かごしま県市町村電子入札システムにおいて、条件付一般競争入札参加申込書
（様式第１号）を添付し申込みするとともに、条件付一般競争入札参加申込書（様式
第１号）及び総合評価方式技術資料申請書を日置市財政管財課に持参すること。

令和8年4月8日(水)

令和8年4月15日(水)

令和8年4月1日(水) 令和8年4月15日(水)

日置市総務企画部財政管財課（質問書の様式は日置市ホームページに掲載）

令和8年4月17日(金) （随時回答しますが、最終回答期限を示しています。）

有



入 札 書 受 付 期 間 から まで

開 札 予 定 日

開 札 場 所

落 札 者 の 決 定 方 法

落 札 者 の 契 約 書 案 等 の 提 出

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

令和8年4月21日(火) 令和8年4月23日(木)

令和8年4月23日(木)

日置市総務企画部財政管財課

入札価格が予定価格以内で失格基準価格以上の者のうち、「総合評価の方法」に
よって得られた評価値が最も高い者を落札者とする。

落札者は、落札決定通知を受けた日から７日以内に、契約書の案を提出しなけれ
ばならない。この場合において、落札者が消費税及び地方消費税に係る免税事業
者であるときは、その旨の届出書を提出しなければならない。

参 加 資 格 に 関 す る 事 項

日置市建設工事入札参加資格審査要綱（平成17年日置市告示第20号）第３条
の競争入札参加資格者名簿に登載された者

建設業法（昭和24年法律第 100号）第28条第３項の規定による営業停止の期間
中でない者

市が公告の際に提示した入札参加条件等に適合する者

当該工事に建設業法第19条の２の規定による現場代理人並びに同法第26条に
規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置することができる者

公告から入札時までの期間において、日置市建設工事等有資格業者の指名停
止に関する要綱（平成17年日置市告示第21号）及び鹿児島県建設工事等有資
格業者の指名停止に関する要綱（平成８年鹿児島県告示第 450号）に基づく指
名停止を受けていない者

市税その他の市の徴収金に滞納がない者

手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実がな
い者

会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更生手続の決定を受けていない
者若しくは更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成11
年法律第 225号）に基づく再生手続の決定を受けていない者若しくは再生手続
開始の申立てがなされていない者

日置市工事成績評定要領に基づく総合評点の取扱要領（平成24年４月23日市
長決裁）第５条第２項の規定により指名又は選定を回避されていない者

(10) その他、法令、規則等に違反していない者

入 札 の 無 効 に 関 す る 事 項

入札に参加する資格がない者が入札したもの

談合その他不正な行為があったと認められるもの

条件付一般競争入札参加申込書（様式第１号）を提出していない者又は虚偽の
入札参加申込みをした者

工事費内訳書を提出しない者又は工事費内訳書が未提出であると認められる
者のした入札

かごしま県市町村電子入札システムにて入札参加申込後、やむを得ない理由で
電子入札をすることができない場合は、入札書提出締切日の前日までに紙入札
参加申請書（様式第７号）を財政管財課に提出し、承認を得ること。

主任技術者又は監理技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係（入札参加申込
日において連続３箇月以上直接的雇用関係にある者に限る。）にあること。

入札を紙入札にて参加する際は、開札日時までに入札書等を財政管財課に持
参し、開札に立ち会うこと。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に
相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数
金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地
方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。

(8) その他、かごしま県市町村電子入札システム利用者共通規約による。

その他入札に関する条件に違反したと認められる入札

注 意 事 項

条件付一般競争入札参加申込書（様式第１号）及び入札書等を提出する際は、
かごしま県市町村電子入札システムにより行うこと。

入札参加者は入札に際し、工事費内訳書を提出することが条件となっている。

やむを得ない理由で、かごしま県市町村電子入札システムから入札参加申込を
することができない場合は、入札参加申込期限までに紙入札参加申請書（様式
第７号）及び条件付一般競争入札参加申込書（様式第１号）を財政管財課に提
出し、承認を得ること。



舗装の施工機械の自社保有

○アスファルトフイニッシャーかつモーターグレーダを保有 １．０

○上記のいずれか ０．５

なし

○４件≦受注工事量 －１．０

配置予定技
術者の能力
（２．０点）

過去１年間のＣＰＤ（１級・２級土木施工管理技士又は技術士）単位取得状況

○推奨以上 １．０

○推奨未満 ０．５

○なし ０．０

○１件＝受注工事量 ０．５

○２件＝受注工事量 ０．０

○３件＝受注工事量 －０．５

○700点以上800点未満 ０．１０

○700点未満 ０．００

当該年度受注工事量(総合評価方式入札・舗装工事対象)

○０件＝受注工事量 １．０

○500点未満 ０．００

経営事項審査における技術力（Ｚ1）

○900点以上 ０．２０

○800点以上900点未満 ０．１５

○700点以上800点未満 ０．２０

○600点以上700点未満 ０．１５

○500点以上600点未満 ０．１０

○取得なし ０．０

経営事項審査における経営状況（Ｙ）

○900点以上 ０．３０

○800点以上900点未満 ０．２５

○表彰なし ０．０

ＩＳＯ認証取得の有無

○ＩＳＯ9001かつＩＳＯ14001を取得 １．０

○上記のいずれかを取得 ０．５

～０．１

○70点未満又は実績なし ０．０

過去10年間における国（九州内）又は鹿児島県又は日置市の優良工
事等表彰又は通知の有無

○表彰あり １．０

０．０

基づいて算定した評価点の合計とする。（12点満点）

評価項目 評価基準 評価点

企業の
施工能力
（６．５点）

過去３年間における日置市が発注した舗装工事の工事成績評定点の平均点

（自社が該当する格付の標準金額案件に限る。）

○83点以上 ２．０

○70点以上～83点未満
※（工事成績の平均点-70）×1.9／13＋0.1

　１．９

　　　　 ＝(標準点＋加算点）／入札価格×（定数：100,000,000）
　　　　　※小数第５位を四捨五入し、４位まで算出する。

（２） 標準点は、入札参加者全員に与えられる点数。調査基準価格以上の入札価格で入札した
者は100点、調査基準価格を下回る入札価格で入札した者は、70点とする。

（３） 加算点は、提出された技術資料について、次の評価項目及び評価基準に

総 合 評 価 の 方 法 （１） 次により算出された値を評価値とする。
評価値＝技術評価点／入札価格×定数



○低炭素車（ハイブリッド車含む）の購入 左記のうち
いずれか１
つ以上該当○照明のＬＥＤ導入

省エネ推進の取組みの有無

○再生可能エネルギーの導入 左記のうち
いずれか２
つ以上該当○再生可能エネルギーの購入（域内循環含む）

※日置市に本社を置く地域電力会社と契約 ０．５０

○日置市内に居住する方の現在雇用がある ０．３

○上記雇用がない ０．０

○脱炭素に関する融資（利子補給含む）の活用 ０．２５

○実績なし ０．００

過去５年間における現在雇用の有無

○日置市内に居住する新規学卒者の現在雇用がある ０．５

防災活動等への取組状況（消防団員の雇用）の有無

○日置市内の消防団員に任命されている現在雇用の従業員がいる １．０

○上記従業員がいない ０．０

○「道の日」の活動実績以外で継続的な活動実績がある（２回） ０．３

○「道の日」の活動実績以外で継続的な活動実績がある（１回） ０．１

○継続的な活動実績がない ０．０

０．５

○協定の一員でない ０．０

前年度のボランティア活動等の実績の有無

○「道の日」の活動実績以外で継続的な活動実績がある（３回） ０．５

地域貢献度
（３．５点）

営業所の有無

○工事施工箇所に主たる営業所（２年以上設置）あり ０．５

○工事施工箇所に営業所（従業員10名以上）あり ０．３

○上記以外 ０．０

防災協定の締結

○協定の一員である

主任（監理）技術者の保有する資格

○１級舗装施工管理技士又は技術士 ０．５０

○２級舗装施工管理技士 ０．２５

○上記資格を保有していない ０．００

担い手育成加算

○40歳未満又は女性技術者 ０．３

○40歳以上45歳未満 ０．２

○加算なし ０．０

過去10年間における国（九州内）、鹿児島県又は日置市の優秀技術
者表彰又は通知の有無及び担い手育成加算（上限０．５点）

○現在の会社で表彰実績あり ０．５

○上記以外での表彰実績あり ０．３

○実績なし ０．０


